
お名前・年齢 （ ）才 連絡先

企業の方の場合

事業場名 住所

希望する支援内容（希望する番号に〇を）

１（ ）セミナー開催……両立支援を進めるための職場づくりや具体的な取り込み方法など講師派遣します。
２（ ）個別訪問支援……電話相談や企業や病院へ出向いて、企業,患者（労働者),家族等から相談に応じます。
３（ ）個別調整支援……配慮が必要な患者（労働者）の両立・復職支援プログラムの作成を支援します。
４（ ）その他【 】

治療と仕事の両立支援
始まっています！

病気の治療と仕事の両立は
平成29年3月28日働き方改革実現会議が決定した
「働き方改革実行計画」の一つの柱とされており

企業が取り組むべき重要な課題とされています

治 療

【申込み・問合わせ先】お気軽にお問い合わせください。

独立行政法人労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター

📠：082－224－1371 ☎：082－224－1361

検索広島産保

仕 事

申し込みFAX受領後、ご連絡いたします。

＊患者（労働者）の申し込みの場合は、名前と連絡先のみの記入でOK

＊この用紙に記載された個人情報は、産業保健活動総合支援事業の目的以外には使用しません。



S T E P ❶

あなたから主治医へ

主治医に対してあなた
の「仕事の内容」を伝え
ます。

主治医からあなたへ

仕事の内容をもとに，
あなたの望ましい働き方
について，主治医が「意
見書」を作成します。

あなたから会社へ

主治医の「意見書」を
会社に提出します。

会社による措置

会社が，意見書などを
もとに就業の可否や必要
な配慮を検討し，就業可
能な場合は「両立支援プ
ラン」を作成します。

労働者から主治医へ

労働者が，主治医に対
して「勤務情報」等を提
出します。

主治医から労働者へ

提出された勤務情報に
基づき，主治医が「意見
書」を作成し，労働者へ
渡します。

労働者から会社へ

労働者から提出される
主治医の「意見書」を受
け取ります。

労
働
者

S T E P ❷ S T E P ❸ S T E P ❹

事
業
者

会社による措置

意見書などをもとに，
就業の可否や必要な配慮
を検討し，就業可能な場
合は「両立支援プラン」
を作成します。

様式は，産業保健
総合支援センターに
ご用意しています！

医師から
受け取った
「意見書」

就業継続
決定
▼

「両立支援プラン」
作成

治療と仕事の両立に向けたステップ（例）

「両立支援のガイドライン」のご紹介

厚生労働省では，事業者，人事労務担当者，産業保健スタッフを
対象に，「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラ
イン」を作成しました。
がんなどの病気を治療しながら働きたい労働者に対して，職場は

どのような対応をしたらよいか，環境整備や進め方，様式例集等，
両立支援に向けて取り組むべき内容を丁寧に紹介する一冊です。

両立支援促進員が，それぞれのステップに応じた
助言・支援を行います。
お気軽に，ご相談ください♪

＼ホームページからガイドラインをダウンロードできます／

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/
(ページ内索引をご利用ください)

あなたの職場でも

治療と仕事の両立支援，

始めませんか？

様式は，産業保健
総合支援センターに
ご用意しています！


